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第 1 条　(目的)
この運営ルールは「経理事務取扱要綱」に基づき、有価証券の取扱いを定めたものである。

第 2 条　(定義)
この運営ルールにおいて有価証券とは、株式、公社債等をいう。

第 3 条　(責任者)
有価証券の出納および保管の責任者は、統括責任者が当たる。

第 4 条　(取得)
有価証券の取得については「職務権限規程」に基づき、その銘柄、数量、金額および取得の理由を付して稟議、決済を行う。

第 5 条　(売却、借入、貸付および担保差入)
有価証券の売却、借入、貸付および担保差入については「職務権限規程」に従って行う。

第 6 条　(収受、払出)
1.有価証券の収受又は払出に際しては、有価証券台帳に明細を記載の上、統括責任者の承認印を受けてこれを行う。
2.有価証券台帳に記載する項目は銘柄、数量、金額、取得年月日、勘定科目、取得事由、取得名義人およびそれらの異動を記載する。

第 7 条　(記帳価格)
有価証券取得の場合の記帳価格は、購入価格または払込金額による。

第 8 条　(売却、償還)
有価証券の売却および公社債等の償還のあった場合は、それぞれの代金および償還金と帳簿価格との差額を、そのつど有価証券差損益金として計上処理する。

第 9 条　(名義の書換)
購入した有価証券が記名式の場合は、直ちに当社の代表取締役の名義に書き換えなければならない。


第10条　(他人名義)
当社所有の株式を他人名義とする場合は、必要な保全措置をとるものとする。

第11条　(保管)
1.有価証券の保管の安全を期するため、統括責任者は保護預りまたは銀行貸金庫を借用しこれに保管する。
2.貸金庫の開閉は統括責任者がこれを取扱う。
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